
 

勝山市では、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日までにまでにまでにまでに 

｢勝山に転入して定住したい！｣、｢市内で家を持ちたい！｣という方の支援を行

います。「住宅取得」と「賃貸住宅入居」に対しての助成制度です。 

 

●助成対象者要件、助成額等は次ページの掲載になります。 

 

●勝山市に定住する意思がある方は書面で誓約できる方をいいます。 

｢定住｣とは、助成金の交付を受けた日から起算して１０(賃貸 5)年間となります。 

この期間内に助成対象者が勝山市外に転出しますと、助成金の返還を求めるこ

ととなりますのでご注意ください。 

 

助成助成助成助成対象対象対象対象のののの認定認定認定認定申請申請申請申請のののの方法方法方法方法    

申請者は対象住宅に入居後 速やかに、下記の書類を提出してください。 

 

【住宅取得】 

①助成対象認定申請書（住宅取得分）（様式第 2 号） 

②誓約書（様式第 1 号） 

③住民票の謄本（同居する家族全員分で本籍､続柄等が記載されているもの） 

④住宅に関する契約書等の写し 

⑤住宅に関する全部事項証明書（登記簿謄本） 

⑥納税証明書（学生を除く同居する家族全員分）発行発行発行発行できないできないできないできない場合場合場合場合、、、、所得証明書所得証明書所得証明書所得証明書 

⑦平面図及び配置図 

※※※※（（（（新築住宅新築住宅新築住宅新築住宅のののの敷地敷地敷地敷地をををを購入購入購入購入したしたしたした場合場合場合場合））））    

土地に関する全部事項証明書（登記簿謄本）及び土地売買契約書等の写し 

※※※※（（（（新築住宅新築住宅新築住宅新築住宅のののの敷地敷地敷地敷地をををを賃借賃借賃借賃借したしたしたした場合場合場合場合））））土地賃貸借契約書等の写し 

 ※※※※（（（（中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅のﾘﾌｫｰﾑをしたのﾘﾌｫｰﾑをしたのﾘﾌｫｰﾑをしたのﾘﾌｫｰﾑをした場合場合場合場合））））ﾘﾌｫｰﾑに関する工事契約書等の写し及び領収書等の写し 

   及び工事対象部分の前後の写真 

 

【賃貸住宅】 

①助成対象認定申請書（賃貸住宅分）（様式第２号） 

②誓約書（様式第 1 号） 

③住宅手当等届出書（学生を除く同居する家族全員分） 

④住民票の謄本（同居する家族全員分で本籍､続柄等が記載されているもの） 

⑤賃貸住宅に関する契約書等の写し 

⑥納税証明書（学生を除く同居する家族全員分）発行発行発行発行できないできないできないできない場合場合場合場合、、、、所得証明書所得証明書所得証明書所得証明書 

 

●●●●申請後申請後申請後申請後、、、、審査審査審査審査をををを経経経経てててて認定認定認定認定されたときされたときされたときされたときはははは助成対象認定書助成対象認定書助成対象認定書助成対象認定書をををを市市市市からからからから送付送付送付送付しますしますしますします。。。。

（（（（大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。）。）。）。）    

 

●●●●平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日までのまでのまでのまでの間間間間のののの認定認定認定認定申請申請申請申請がががが有効有効有効有効とととと

なりますなりますなりますなります。。。。 



Ｈ２２. ４

●助成金最高１００万円

　（工事費の下限は１０万円以上）
・賃貸助成があれば控除します

・中古住宅取得価格の１/１０
　【５０万円限度】
・リフォーム工事費の１/１０
　【５０万円限度】

□転入する前、３年間以上　
　勝山市に住民登録されていない
□一時的に転入していない
□対象住宅以外に転入した場合
　３か月以内に対象住宅に転居した

□平成２１年４月以降に転入した □申請者は申請時に４０才以下

□定住の意思がある
　（助成金受理後１０年間住民登録）
□入居世帯の諸税等の納付が良好
□申請者が取得した住宅の
　保存登記を１/２以上とする
□取得する住宅は
　平成２１年４月以降の契約である

□勝山市内事業者から取得
□｢台所｣｢トイレ｣｢浴室｣の設備を有する
□独立しても居住できる居室を有する
□申請家屋は単独で保存登記可能である

【敷地】

□申請者が同敷地全部を親族以外から購入
　又は賃借(親族とは申請者の３親等以内)
□平成２１年４月以降の契約である

●助成金１００万円

□親族以外から取得する住宅である
　（親族とは申請者の３親等以内）
□｢台所｣｢トイレ｣｢浴室｣の設備を有する
□独立しても居住できる居室を有する
□申請家屋単独で保存登記可能である

【リフォーム】
□取得住宅を市内業者にてリフォーム
（リフォームは住宅取得時期に
　増築､改築､改装､修繕等することをいう）
□平成２１年４月以降の契約である

●助成金　５０万円
・賃貸助成があれば控除します

●助成金最高　５０万円

・賃貸助成があれば控除します
　【５０万円限度】

中　古

・中古住宅取得価格の１/１０

住宅取得の助成フロー

転入者 在住者

対象外

新　築

対象外

ＹＥＳ

ＮＯ ＮＯ

ＹＥＳ

対象外
ＮＯ

ＮＯＮＯ

ＹＥＳ
ＹＥＳ

ＹＥＳ
ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

・敷地内の離れ可能
・既存家屋と廊下等
　の接続可能
・建売住宅も可能

※各項目すべてに合致すること

・賃貸助成があれば控除します
・土地購入時は移転登記を行う

※助成金の交付は世帯に対して１回とします。
※助成対象となった不動産（住宅、宅地）は助成金交付日から１０年以内に
　売却又は賃借してはいけません。また同期間、保存登記の持分も更正してはいけません。
※助成対象者は、取得した住宅の固定資産税の納税義務者とします。



賃貸住宅の助成フロー

転入者

□入居世帯内に子ども・学生を除く
　転入者が２人以上である

□定住の意思がある
　（助成金受理後、５年間住民登録）
□入居世帯の諸税等の納付が良好
□平成２１年４月以降に転入した
□転入する前、３年間以上　勝山市に
　住民登録されていない
□一時的に転入していない
□親族所有の賃貸住宅ではない
　（親族とは申請者の３親等以内）
□対象住宅以外に転入した場合
　３か月以内に対象住宅に転居した

□入居先が社宅､公営住宅､雇用促進住
　宅ではない
□賃貸契約者は同居者で同世帯である

●助成金最高２万円/月額

・助成金は１年毎に交付します

・共益費を含む家賃の１/２で上記金額まで
　　２年間を限度）

　家賃から控除して算出

　（途中退去した場合
　　月割りの交付はありません）

・助成金は１年毎に交付します

・共益費を含む家賃の１/２で上記金額まで
　　２年間を限度）

　家賃から控除して算出

　（途中退去した場合
　　月割りの交付はありません）

●助成金最高１万円/月額

対象外
ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

Ｈ２２. ４

※各項目すべてに合致すること

　（助成期間は認定日の翌月から起算して 　（助成期間は認定日の翌月から起算して

・勤務先から賃貸住宅手当がある場合 ・勤務先から賃貸住宅手当がある場合

※助成金の交付は世帯に対して１回としますが

　３年以内に住宅取得助成の認定申請をするものとします。
※助成期間中に別の賃貸住宅に転居した場合でも、要件に合致すれば
　引き続き助成対象とします。
※助成金の交付期間中に助成対象者数の変動があった場合は、助成対象者の変動があった日の
　属する翌月から助成額を変更します。ただし、当初の交付期間は延長しません。

　賃貸助成金受け取り後、住宅取得助成金を受ける場合は、賃貸住宅認定日の翌月から



助成金交付申請助成金交付申請助成金交付申請助成金交付申請のののの方法方法方法方法    

 

認定を受けた日の属する月の翌月から１年を経過してから､交付申請の手続

きに関するご案内(書類郵送)をさせて頂きます。下記の書類を提出してください。 

 

①助成金交付申請書兼実績報告書（様式第 4 号 賃貸は第６号） 

②助成対象認定書の写し（様式第 3 号 賃貸は第３号） 

③住民票の謄本（同居する家族全員分で本籍､続柄等が記載されているもの） 

④納税証明書（学生を除く同居する家族全員分）勝山市勝山市勝山市勝山市でででで発行発行発行発行できないできないできないできない場合場合場合場合はははは不要不要不要不要    

⑤助成金交付請求書（様式第 6 号 賃貸は第８号） 

 

●●●●申請後申請後申請後申請後、、、、審査審査審査審査をををを経経経経てててて認定認定認定認定されたときはされたときはされたときはされたときは助成助成助成助成金交付指令書金交付指令書金交付指令書金交付指令書をををを市市市市からからからから送付送付送付送付しますしますしますします。。。。

（（（（大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。）。）。）。）    

 

 

【助成金交付の注意事項】 

●賃貸住宅で認定申請内容に変更が生じたときは、14 日以内に認定内容変更申

請書（様式第４号）を提出してください。 

●住宅取得助成金は一活して交付します。 

●賃貸住宅助成金は１年毎に交付します。 

（途中退居した場合、月割りの交付はありません。） 

●助成金は所得税法上一時所得となりますので、確定申告しなければならない

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

 勝山市役所 建設部 建設課 建築・住宅政策グループ 

      〒911-8501 福井県勝山市元町 1 丁目 1-1(市民会館 2 階) 

      TEL 0779-88-8107(課代表)  FAX 0779-88-8119 

      E-MAIL   kensetu2@city.katsuyama.lg.jp 
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